
国立大学法人大阪大学において、次のとおり公募型見積合わせ方式に付します。

１．調達内容

　（１）調達番号 財契065

　（２）調達件名及び数量

(詳細は別紙仕様書の通り)

　（３）業務期間 令和3年4月1日～令和3年9月30日

ただし、事業所の派遣受入期間制限抵触日が延長された場合は、令和４年３月３１日まで延長する

ものとする。なお、契約期間の満了日の1ヶ月前までに派遣先及び派遣元から契約更新の意思表示があ

った場合は、令和５年３月３１日まで延長する。以後同様とし、この契約の全期間は令和６年３月

３１日を超えないものとする。

　（４）業務場所 施設部電話交換室(吹田市山田丘1-1)

２．見積参加資格

　（１）国立大学法人大阪大学契約規則第７条及び第８条の規定に該当しない者であること。

　（２）本学と労働者派遣契約の実績がある者であること。

　（３）労働者派遣事業について、厚生労働大臣の許可を受けていること。

　（４）過去10年間に、総合病院または総合大学において電話交換業務を1年以上行った実績を有することを

証明した者であること。

３．見積書の提出場所等

〒565-0871  大阪府吹田市山田丘１－１

国立大学法人大阪大学　財務部契約課　契約第四係

電話　06-6105-6233

　（２）国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者心得の入手方法

　（３）見積書提出期限

 ４．その他

　（１）契約保証金　　　　 免除

　（２）契約書作成の要否　  要

　（３）その他詳細は、「国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者心得」に定めています。 　  　　

令和3年1月20日 17時15分

令和3年1月13日

公募型見積合わせ公告

大阪大学電話交換業務

（１）見積書の提出場所、契約条項を示す場所、国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者心得及び仕
様書の交付場所並びに問合せ先

本公告の日から上記３（１）の交付場所にて交付します。また、インターネットにより本学ホームページ
にアクセスし、参加者心得を出力することもできます。



仕　様　書

１．派遣業務の表示

　大阪大学電話交換業務

２．派遣業務の場所

　吹田市山田丘１－１　施設部企画課総務係（電話交換室）

３．派遣契約期間

　令和３年４月１日～令和３年９月３０日
ただし、事業所の派遣受入期間制限抵触日が延長された場合は、令和４年３月３１日まで延長するものと

する。なお、契約期間の満了日の1ヶ月前までに派遣先及び派遣元から契約更新の意思表示があった場合は、
令和５年３月３１日まで延長する。以後同様とし、この契約の全期間は令和６年３月３１日を超えないもの
とする。

４．派遣業務時間等

①従事日　　Ａ勤務　　月曜日～金曜日

　　　　　　Ｂ勤務　　月曜日～金曜日

　　　　　　Ｃ勤務　　水曜日、木曜日

・勤務を要しない日・・・土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日～1月3日)

　

②従事時間　　Ａ勤務　　８：３０～１７：１５　（1時間の休憩時間を含む）　7時間45分

　　　　　　　Ｂ勤務　　８：３０～１６：３０　（1時間の休憩時間を含む）　7時間00分

　　　　　　　Ｃ勤務　　９：３０～１７：１５　（1時間の休憩時間を含む）　6時間45分

・休憩時間は11時30分から12時30分もしくは12時30分から13時30分までとし、

人数が偏らないようにすること。

・従事時間終了以降、２時間を限度に時間外労働を要する場合がある。

５．派遣人数　　Ａ勤務　３名

　　　　　　　　Ｂ勤務　１名

　　　　　　　　Ｃ勤務　１名

　　なお、業務上の必要のため、事前に、本学から増員の要請があった場合は、可能な限り対応する

ものとする。
また、派遣職員が有給休暇等を取得する場合等に備え、あらかじめ交代要員を確保しておき、派遣人数に

不足の出ない様にすること。

６．派遣職員の条件

派遣元事業主は、下記の資格等を有している者を派遣するものとする。
①   電話交換業務従事実務の経験を１年以上有していること、若しくは、これと同等の経験を有しているこ
と。
②   本仕様書に定める派遣業務に十分対処できる能力を有していること。

７．派遣業務内容

電話交換業務及び電話交換室所掌業務の補助

なお、電話交換業務における主な留意点は以下のとおりである。

①１日の電話交換業務の件数は1,000件程度あり、休日の翌日などには1,200件を超える。

②附属病院（診療予約、医療相談、病院手続き疑義等、苦情）に関するものが多くあり、患者等か

らの用件の聞き取り、最適な担当部署への電話接続が必要である。

③接続先が不明な場合でも、用件を聞き取り、関係部署等へ確認しながら接続すること。

④本学は、多様な部局・組織を有する総合大学であり、教職員の人事異動等が頻繁に行われるた

め、電話番号簿の整理等も業務に含まれる。

８．派遣職員の届出
派遣元事業主は、派遣職員（休暇等の交代要員も含む）の住所、氏名等を記した書面及び上記６の①に定め
る条件を満たすことを証する書面等を事前に派遣先事業主及び本学指揮命令者に提出し、承諾を受けるもの
とする。



９．派遣業務の報告

　　　派遣職員は、派遣先管理台帳に勤務時間を記載のうえ、本学指揮命令者へ提出し確認を受ける

ものとする。

１０．特記事項
・派遣元事業主は、勤務毎に同一の派遣職員を派遣するものとする。但し、予め届け出て承諾を受けた交代
要員を含めたシフト勤務を組み業務を実施しようとする場合は、この限りではない。
・派遣元事業主は、派遣職員が病気または休暇等により勤務できないときは、予め届け出て承諾を受けた交
代要員を補充すること。また、突発的な事故等で欠員が生じた場合は、本学指揮命令者と協議の上、速やか
に交代要員の補充を行うものとする。
・派遣元事業主は、前月末までに派遣職員の勤務表を作成し、本学指揮命令者に提出し、承諾を受けるこ
と。
・派遣先は、大学職員が利用する食堂及び休養室等の福利施設等を、利用できるように便宜供与をするもの
とする。
・派遣職員は、業務中に疑義が生じた場合は、その都度、本学指揮命令者に報告し、その指示に従うものと
する。
・派遣職員は、常に服装、勤務態度、風紀ならびに衛生について万全の注意を払うものとする。また、本学
がこの業務に相応しくないと認めた場合は、その派遣職員の交代を求めることができるものとする。
・派遣職員は、業務場所においては整理、整頓、清掃を本学職員とともに適宜行い、危険の防止に留意する
とともに火災、盗難その他の事故等の防止に努めること。
・派遣職員は、職務上知り得た事項については秘密の保持を堅持しなければならない。

・派遣職員は、業務日報を作成し、本学指揮命令者に提出すること。



業務内容の表示

（目的）

甲に派遣し、甲が派遣労働者を指揮命令して派遣業務に従事させることを目的とする。

（業務内容等）

に必要な細目については、別紙１に定めるものとする。

２

に定める事項を通知しなければならない。

（契約期間等）

ただし、事業所の派遣受入期間制限抵触日が延長された場合は、令和４年３月３１日まで延長するものとする。

なお、契約期間の満了日の1ヶ月前までに派遣先及び派遣元から契約更新の意思表示があった場合は、

令和５年３月３１日まで延長する。以後同様とし、この契約の全期間は令和６年３月３１日を超えないものとする。

（派遣先責任者）

甲は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、別紙１のとおり派遣先責任者を定める。

２

就業の確保のための措置を講じなければならない。

（派遣元責任者）

乙は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、別紙１のとおり派遣元責任者を定める。

２ 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。

（指揮命令者）

業務に従事させることとし、別紙１のとおり指揮命令者を定める。

２

知し指導する。

３

ために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。

（苦情処理）

出を受けた苦情の処理方法、甲乙間の連絡体制等を定める。

２

ない。

３ 前項により苦情を処理した場合には、甲及び乙は、その結果について必ず派遣労働者に知らせなければならない。

（適正な就業の確保）

い。

２ 甲は、派遣労働者に対し、当該派遣業務が適正かつ円滑に行えるよう配慮するものとする。

甲及び乙は、派遣労働者から苦情の申し出があった場合には、互いに協力して迅速な解決に努めなければなら

第 ８ 条 乙は、派遣労働者に対し適正な労務管理を行い、甲の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・営業秘密を守

り適正に派遣業務に従事し、公的研究費の不正使用に関与しないよう、派遣労働者を教育、指導しなければならな

第 ５ 条

第 ６ 条 甲は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、本契約に定める就業条件を守って派遣

指揮命令者は、派遣業務の処理について、本契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、派遣労働者

が安全、正確かつ適切に派遣業務を処理できるよう、派遣業務の処理方法、その他必要な事項を派遣労働者に周

指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも甲の職場維持・規律の保持・営業秘密及び個人情報等の漏洩防止の

第 ４ 条

派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、本契約に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣

労働者派遣契約を締結する。

第 １ 条 本契約は、乙が、労働者派遣法及び本契約に基づき、乙の雇用する労働者（以下「派遣労働者」という。）を

第 ２ 条 乙が甲に労働者派遣を行う派遣労働者の従事する派遣業務内容、就業場所、就業期間、その他労働者派遣

第 ７ 条 甲及び乙は、別紙１のとおり、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申し

労 働 者 派 遣 契 約 書 （ 案 ）

大阪大学電話交換業務

派遣先　国立大学法人大阪大学　理事　中谷　和彦（以下「甲」という。）と　派遣元　（以下「乙」という。）は、

上記の業務（以下「派遣業務」という。）について、乙がその労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の保護等に関する法律」（以下「労働者派遣法」という。）に基づき、甲に派遣するにあたり、次の条項によって、

乙は、前項の別紙１に定められた派遣業務の遂行に必要とされる技術・能力・経験等を有する派遣労働者を選定

のうえ、労働者の派遣を行い、甲に対し当該派遣労働者の氏名、性別、その他労働者派遣法及び同法施行規則等

第 ３ 条 契約期間は、令和３年４月１日から令和３年９月３０日までとする。



（安全衛生等）

確保に努めるものとする。

２

する。なお、甲は、所轄労働基準監督署長に提出した報告書の写しを乙に送付しなければならない。

（派遣労働者の交替等）

者への指導、改善、派遣労働者の交替等の適切な措置を要請することができる。

２

るものとする。

３

ができる。

（業務上災害等）

保険法により派遣労働者は給付を受ける。

（派遣料金）

に１ケ月分の就業時間数を乗じて得た額を支払うものとする。ただし、消費税及び地方消費税が変更された場合には、

変更後の消費税率及び地方消費税率によるものとする。

２ 派遣料金の支払期限は、当該就業月の翌々月末までとする。

（派遣労働者等の個人情報の保護と適正な取扱い）

用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。

２

他に洩らし、又は開示する等してはならない。

（営業秘密及び個人情報の守秘義務）

負う。

２

示し、又は不正に利用する等してはならず、派遣労働者にもそれを徹底、遵守させる責任を負う。

３

情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。

４

三者にその処理を委託してはならない。

５

ない。

６

又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。

７ 第１項及び第６項の規定は、本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

８

示に従わねばならない。

（契約期間満了の予告）

いときには、相当の猶予期間をもって乙にその旨を通知するものとする。

（損害賠償）

第 16条 派遣業務の遂行につき、派遣労働者が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合は、乙は甲に賠

償責任を負うものとする。ただし、その損害が、指揮命令者その他甲が使用する者（以下本条において「指揮命令

乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本契約による派遣業務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第

乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本契約による派遣業務に係る個人情報を複写若しくは複製してはなら

乙は、本契約が終了し、又は解除されたときは、本契約による派遣業務に係る個人情報を速やかに甲に返還し、

乙は、前７項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指

第 15条 甲は、乙との本契約の締結に際し、本契約を更新する場合があり得るとした場合に、本契約の更新を行わな

甲及び乙は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報及び関係者の個人情報及び個人の秘密を正当な理由なく

第 14条 乙は、派遣業務の遂行により、知り得た甲及び取引先その他関係先の派遣業務に関する営業秘密につい

て、不当に漏洩し、開示し、又は不正に利用する等してはならず、派遣労働者にもそれを徹底、遵守させる責任を

乙は、派遣業務の遂行により、知り得た甲の役員、従業員等及び関係者の個人情報について、不当に漏洩し、開

乙は、本契約による派遣業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するため、個人

第 12条 甲は、乙に対し、労働者派遣に対する対価として、別紙１に定める派遣料金（消費税法第２８条第１項及び第

２９条の規定に基づく消費税並びに地方税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づく地方消費税を含む。）

第 13条 乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第３５条及び同法施行規則の規定

により甲に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、利

は派遣業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合には、甲は乙にその理由を示し、派遣労働

乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等適切な措置を講ず

派遣労働者の傷病、その他やむを得ない理由がある場合には、乙は甲に通知して、派遣労働者を交替させること

第 11条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害については、乙が労働基準法に定める使用者の災害補償責任並

びに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。通勤災害については、乙の加入する労働者災害補償

第 ９ 条 甲及び乙は、労働基準法・労働安全衛生法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働基準・安全衛生の

万一、乙の派遣労働者について派遣中に労働災害が発生した場合については、甲は、乙に直ちに連絡して対応

するとともに、労働者死傷病報告書の提出については、甲乙それぞれが所轄労働基準監督署長に提出するものと

第 10条 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき甲の派遣業務の処理方法、就業規則等に従わない場合、又



認められる場合は、この限りではない。

２

起因するときは、甲及び乙は、協議して合理的に当該損害の負担割合を定めるものとする。

（甲の解除権）

甲は、乙が本契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

一

二

業主が当該訴えを取り下げたとき。

三

い旨の通知を行ったとき。

四

止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。

２

るものでないことを乙が立証し、甲において特に認める場合は、この限りでない。

３ 第２項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。

４

る分について乙に対し賠償を請求することを妨げるものではない。

甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

一 正当な理由なく本契約の各条項に定める履行を怠り、履行の催告に対して誠意を示さないとき。

二

２

額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

３

分について乙に対し賠償を請求することを妨げるものではない。

（乙の解除権）

乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

一 甲が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

二 天災その他避けることの出来ない理由により、契約を履行することが不可能又は著しく困難となったとき。

（解除に伴う措置）

ならない。

２

若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

３

のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。

（賠償金等の徴収）

と、甲の支払うべき派遣料金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

２

（派遣契約の中途解除、派遣就業期間の短縮の特例）

には、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。

２

場合には、当該派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。

３

派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとし、これができないときには、少なくとも当該契約の解除に伴い

額に甲の指定する期間を経過した日から派遣料金支払の日まで年５パーセントの割合で計算した利息を付した額

前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年５パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。

第 22条 甲は、専ら甲に起因する事由により、本契約の契約期間が満了する前に本契約の解除を行おうとする場合

甲及び乙は、本契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない契約の解除を行った

甲は、甲の責に帰すべき事由により本契約の契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、当該

乙は、契約が解除された場合において、派遣労働者に貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければな

らない。この場合において、当該貸与品が派遣労働者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、

第２項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第１７条又は第１８条の規定に

よるときは甲が定め、第１９条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第２項後段に規定する乙

第 21条 乙が本契約に基づく賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない

前号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約期間全体の支払総金額の１０分の１に相当する

前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超える

第 19条

第 20条 甲は、契約が解除された場合においては、乙が履行した部分に相応する派遣料金を乙に支払わなければ

派遣元（代表者又は代理人、使用人その他の従業員。）について刑法第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁

乙が本契約に関して前項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ甲

が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙事業主は、契約期間全体の支払総金額の１０分の１

に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲に金銭的な損害が生じ

第２項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超え

第 18条

公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独

占禁止法」という。）第４９条に規定する排除措置命令又は第６２条第１項に規定する納付命令を行い、当該命令が

確定したとき。

公正取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、乙が独占禁止法第７７条の規定により審決

の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求の棄却若しくは訴えの却下の判決が確定したとき、又は乙事

公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の規定による課徴金の納付を命じな

者等」という。）の派遣労働者に対する指揮命令等（必要な注意・指示をしなかった不作為を含む。）により生じたと

前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に

第 17条



責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。

４

契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。

（第三者への委託の禁止）

譲してはならない。

（紛争等）

とする。

（協議事項）

その他の法令を尊重し、甲乙協議の上、解決するものとする。

上記契約の成立を証するため、甲乙は次に記名し、印を押すものとする。

本契約書は２通作成し、双方で各１通を所持するものとする。

（甲） 吹田市山田丘１－１

国立大学法人大阪大学

理　　事 中 谷 和 彦

（乙）

第 25条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、労働者派遣法、

令 和 年 月 日

（許可・届出受理番号　　1）

額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処

理方策を講ずることとする。また、甲及び乙の双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲及び乙のそれぞれの

甲は、本契約の契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、

第 23条 乙は、本契約の履行の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は本契約によって生ずる権利を第三者に委

第 24条 本契約について、甲乙間に紛争が生じたときは、甲所在地の所轄裁判所の裁決により、これを解決するもの

乙が当該派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこと

とする。例えば、乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを

得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われな

かったことにより乙が解雇の予告をしないときは３０日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が３０日

に満たないときは当該解雇の日の３０日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の



別紙１
・電話交換業務従事実務の経験を１年以上有していること、若しくは、これと同等の経験を
有していること。
・本仕様書に定める派遣業務に十分対処できる能力を有していること。

①    電話交換業務

②    電話交換室所掌事務の補助
なお、電話交換業務における主な留意点は以下のとおりである。

・１日の電話交換業務の件数は1,000件程度あり、休日の翌日などには1,200件を超える。
・附属病院（診療予約、医療相談、病院手続き疑義等、苦情）に関するものが多くあり、患
者等からの用件の聞き取り、最適な担当部署への電話接続が必要である。
・接続先が不明な場合でも、用件を聞き取り、関係部署等へ確認しながら接続すること。
・本学は、多様な部局・組織を有する総合大学であり、教職員の人事異動等が頻繁に行われ
るため、電話番号簿の整理等も業務に含まれる。

責任の程度 役職なし
労働者派遣法該
当条項

該当なし

・派遣元にて無期雇用されている者に限定しない

・６０歳以上の者に限定しない

組織単位 施設部企画課　組織単位の長の職名：企画課長

①    事業所名称　国立大学法人大阪大学(吹田)

②    所在地　　　吹田市山田丘１－１

③    所属部署　　施設部企画課総務係（電話交換室内）

④    電話番号　　０６－６８７９－７１１４

部署：施設部企画課　役職：総務係長　氏名：西村　治

電話番号：０６－６８７９－３０９９

令和３年４月１日から　令和３年９月３０日まで
ただし、事業所の派遣受入期間制限抵触日が延長された場合は、令和４年３月３１日まで延
長するものとする。なお、契約期間の満了日の1ヶ月前までに派遣先及び派遣元から契約更新
の意思表示があった場合は、令和５年３月３１日まで延長する。以後同様とし、この契約の
全期間は令和６年３月３１日を超えないものとする。
①   Ａ勤務　　月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日

②   Ｂ勤務　　月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日

③   Ｃ勤務　　水曜日、木曜日

休　　　日 土曜日、日曜日、祝祭日、及び年末年始(12月29日～1月3日)

①   Ａ勤務　　８時３０分から１７時１５分まで

②   Ｂ勤務　　８時３０分から１６時３０分まで

③　Ｃ勤務　　９時３０分から１７時１５分まで

休憩時間
休憩時間は11時30分から12時30分もしくは12時30分から13時30分までとし、人数が偏らないよう
にすること。

便宜供与
派遣先は、派遣労働者に対し、派遣先が雇用する労働者が利用する診療施設、食堂施設、レ
クリエーション施設、その他福利厚生施設等について、利用することができるよう便宜供与
することとする。
①    苦情の申出を受ける者

（派遣元）部署：　 役職：
氏名： 　電話番号：

（派遣先）部署：施設部企画課　　 役職：課長補佐

氏名：比嘉 勝　　　　　電話番号：06-6879-7122

②苦情処理方法、連携体制等
・派遣先及び派遣元は、派遣労働者から苦情の申し出があった場合には、互いに協力して迅
速な解決に努める。
・ 派遣先及び派遣元は、苦情を処理した結果について派遣労働者に知らせる。

派遣元名称・住
所

　

派遣元責任者 部署：　役職：　氏名：　電話番号：

部署：施設部企画課　　　　　　　　役職：企画課長

氏名：秋本　正博　　　　　　　　　電話番号：06-6879-7117

・就業時間外の労働は派遣元の三六協定（１日 時間、１ヶ月 時間、１年 時間）
の範囲で命ずることができるものとする。
・休日労働は命じない

派遣人員 ①    Ａ勤務　　３名　　②Ｂ勤務　　１名　　③Ｃ勤務　　１名

就業日

就業時間

派遣労働者から
の苦情の処理

派遣先責任者

時間外労働及び
休日労働の上限

派遣期間

派遣労働者の条
件

業務内容

派遣労働者の種
別

就業場所

指揮命令者



基本単価　１時間あたり　　　　円（消費税額及び地方消費税額含む）

法定労働時間を超えた場合　１時間あたり　　　　円（消費税額及び地方消費税額含む）
派遣先は、労働者派遣の終了後に当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する意思がある場
合は、その雇用意思を事前に派遣元に示すこととし、派遣元の職業紹介により当該労働者派
遣に係る派遣労働者を雇用し、当該職業紹介に係る手数料を、以下のとおり派遣元に支払う
ものとする。

手数料：初年度標準年収の５分の１に相当する額（消費税は含まない）を上限とし、協議し
決定
する。

派遣元職業紹介許可番号：

労使協定方式の
対象となる派遣
労働者に限るか
否か

労使協定対象派遣労働者に限定する。

特記事項

・派遣元事業主は、勤務毎に同一の派遣職員を派遣するものとする。但し、予め届け出て承諾を
受けた交代要員を含めたシフト勤務を組み業務を実施しようとする場合は、この限りではない。

・派遣元事業主は、派遣職員が病気または休暇等により勤務できないときは、予め届け出て承諾
を受けた交代要員を補充すること。また、突発的な事故等で欠員が生じた場合は、本学指揮命令
者と協議の上、速やかに交代要員の補充を行うものとする。
・派遣元事業主は、前月末までに派遣職員の勤務表を作成し、本学指揮命令者に提出し、承諾を
受けること。
・派遣職員は、業務中に疑義が生じた場合は、その都度、本学指揮命令者に報告し、その指示に
従うものとする。
・派遣職員は、常に服装、勤務態度、風紀ならびに衛生について万全の注意を払うものとする。
また、本学がこの業務に相応しくないと認めた場合は、その派遣職員の交代を求めることができ
るものとする。
・派遣職員は、業務場所においては整理、整頓、清掃を本学職員とともに適宜行い、危険の防止
に留意するとともに火災、盗難その他の事故等の防止に努めること。
・派遣職員は、職務上知り得た事項については秘密の保持を堅持しなければならない。

・派遣職員は、業務日報を作成し、本学指揮命令者に提出すること。

派遣先が派遣労
働者を雇用する
場合の紛争防止
措置

備考

派遣料金


